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1/16(月) 「今後どうなる？最新情報をいち早く！激動の介護報酬改正の対策セミナー」  

    講師： 小濱 道博氏 (小濱介護経営事務所 代表) 

会場： 港区立商工会館 第一会議室  資料代： お一人 3,000 円 

詳しくは、info@care-mas.com まで 

「（訪問介護員）2級課程の研修を修了した者であって、 

3 年以上介護等の業務に従事した者」を段階的に廃止。 

■時間区分ごとの報酬・基準を見直し―訪問看護 

■医師による診察頻度を緩和―訪問リハ 

■職種や居住場所別の評価を見直し―居宅療養管理指導 

■同じ建物内へのサービス提供、評価を適正化－訪問系

サービス 

■「自立」の観点で在り方見直し―介護予防訪問介護 

■個別の状況を重視した機能訓練を評価―通所介護 

利用者個別の心身の状況を重視し、生活機能向上を目的

とした機能訓練を実施した場合、報酬上で評価。サービ

ス提供の時間区分を見直すとともに、12 時間までの延長

加算を認める。 

■医療ニーズの高い利用者受入れを評価―通所リハ 

要介護 4か 5である上、手厚い医療も必要な利用者の受

け入れを報酬上で評価 

■複数プログラム実施を評価－介護予防通所介護等 

介護予防通所介護や介護予防通所リハビリについて、選

択的なサービスのうち、複数のプログラムを組み合わせ

て実施した場合の評価を創設。 

■空床確保を評価―短期入所生活介護 

■老健でも重度療養管理を評価―短期入所療養介護 

■空室活用のショートステイ可能に―特定施設入居者

生活介護 

■個別サービス計画の作成義務付け―福祉用具貸与 

■訪問介護員は常時 1人以上配置―定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

■看護職員の人員基準は 2.5 人―複合型サービス 

■サテライト型事業所を創設―小規模多機能型居宅介護 

■「フラット型」基本報酬体系見直し―認知症対応型共

同生活介護 

■報酬は「ユニット個室、従来個室、多床室」の順―特

養 

■在宅復帰状況などを指標とした報酬体系に―老健 

■医療ニーズ高い入所者の割合を評価指標に―転換老健 

■経口移行・維持、口腔機能向上の取り組みを評価 

■介護職のたん吸引、特養や訪問介護の体制を評価 

■今後の課題、認知症やサービスの質評価など 

(CB news) 

 

詳しくはお気軽にお問い合わせください。 

info@care-mas.com 

改正介護報酬の今後の流れ 
 

 12 月 5日、社会保障審議会介護給付費分科会で改正介

護報酬の審議報告案が出され、改正介護報酬も佳境に入

った。 

 今後の流れは概ね以下の通り。 

◆１月２０日～月末の介護給付費分科会に、厚労省が新

報酬単価と新しい加算の原案通知を提出 

◆２月中旬の担当課長会議で正式な改正条文を提示 

◆３月中旬に解釈通知を提示 

◆３月下旬～４月始め 各事業所の体制届け提出期限 

◆４月～６月 厚労省Ｑ＆Ａと各都道府県のＱ＆Ａの

提示 

 

弊社では、以下のセミナーを開催し、事業者様をサポ

ートします！ぜひご参加ください。 

 

1/16(月) 「今後どうなる？最新情報をいち早く！ 

激動の介護報酬改正の対策セミナー」 

2/15(水) 「決定！改正介護報酬と新加算の解説と対策

セミナー(仮称)」 

4/11(水) 「改正介護報酬の詳細解説と加算算定セミナ

ー(仮称)」 

 

介護給付費分科会・審議報告のポイント 

  

5 日、社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長 大

森彌・東大名誉教授）は厚生労働省が示した「2012 年度

介護報酬改定に関する審議報告案」を、分科会の取りま

とめとすることを了承。基本的な考え方は、 

地域包括ケアシステムの基盤強化 

医療と介護の役割分担・連携強化 

認知症にふさわしいサービスの提供 

質の高い介護サービスの確保 

サービスごとの見直しのポイントは以下の通り。 

■処遇改善交付金の継続策は「報酬で対応」 

■地域区分を 7区分に。 

■介護予防支援の委託制限を廃止―居宅介護支援 

■訪問介護の生活援助、45 分区分が基本に―訪問介護時

間区分を 60 分から 45 分に変更。身体介護には、新たに

短時間区分を設ける。 

■サ責の任用要件を変更―訪問介護  

 

セミナー 
情報 

E –mail: info@care-mas.com FAX ０３－６４５０－２１７４ 


